
短期大学

計 国  立 公  立
私立の
割　合
(％)

36 60 83.9

（再掲） 夜間の学科を置く短期大学 67 11 7 49 73.1

（別掲） 通信により教育を行う短期大学 (10) 10 － － (10) 10 100.0
 (注)1  （再掲）「夜間の学科を置く短期大学」は夜間の本科に学生がいるもののみの数である。

　　 2  （別掲）「通信により教育を行う短期大学」の（　）内は、上記の再掲で併設校数（内数）である。

     

私　立区　　   分

平成 7年 596 500


